
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  個別対応方式と一括比例配分方式 

Ｑ：４月１日以後開始事業年度から、課税

期間の課税売上高が５億円超の事業者は、個

別対応方式か一括比例配分方式を使って消費

税の仕入税額控除を計算しなければならない

とか。どのように計算するのですか？ 

 

Ａ：次のように計算します。 

【解説】 

 【個別対応方式】 

  個別対応方式は、課税仕入について、①課

税売上対応分、②非課税売上対応分、③共通

対応分が区分されている場合に適用できる方

式で、次のように仕入控除税額を計算します。 

 仕入控除税額＝課税売上対応分に係る消費税

額＋(共通対応分に係る消費税額×課税売上

割合) 

 【一括比例配分方式】 

  一括比例配分方式は、個別対応方式のよう

に、①課税売上対応分、②非課税売上対応分、

③共通対応分が区分されていない場合に適用

する、又は区分が明らかな場合にも適用でき

る方式で、次のように仕入控除税額を計算し

ます。ただし、この方式を適用した場合は２

年間の継続適用が必要になります。 

 仕入控除税額＝その課税期間中の課税仕入に

係る消費税額の合計額×課税売上割合 

  なお、一括比例配分方式で仕入税額控除を

計算して確定申告をした場合は、後で個別対

応方式の方が有利であることが判明しても、

一括比例配分方式から個別対応方式へ変更し

て申告し直すことはできませんので、注意し

てください。 
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